
く
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一応F万一

(注1）本表の外国人とは、永住者、特別永住者等を除く外国人である。

(注2）令和6年の人員は、速報値である。

(注3）奈良少年刑務所は、平成29年3月31日もって廃庁となり、奈良拘置支所が新設された。

〔注4）八王子医療刑務所は、零成30年2月28日をもって廃庁となり、新設された東日本成人矯正医療センターへ粟務引継ぎされている。
〔注5）黒羽刑務所は、令和4年4月1日をもって廃庁となった。
(注6）滋賀刑務所及び彦根拘置支所は、令和4年4月1日をもって廃庁となり、滋賀拘置支所が新設された。
(注7）弘前拘置支所、高岡拘置支所及び京町拘置支所は、令和5年4月1日をもって廃庁となり、市原青年矯正センターが新股された。
(注8〉大臨塵哩刑務所は、令和6年4月1日をもって西日本成人矯正医瞭センターに名称が変更された。
(注9）室蘭拘置支所及び洲本拘置支所は、令和6年4月1日をもって廃庁となった．
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（2）国籍別外国人受刑者数の推移（各年末現在）
(単位：人）

者 人

令和6年の人員は、速報値である。(注2）
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一＝－－－－－－－ 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

韓国 ・ 朝鮮 69 82 88 72 60 69 63 58 54 47

中 国 522 433 435 412 390 419 418 411 371 361

イ ラ ン 151 129 104 94 83 71 63 57 51 43

イ ン ド 5 6 9 8 9 7 8 5 6 7

インドネシア 19 16 19 14 6 6 5 6 8 10

シンガポール 22 16 15 5 4 6 4 6 4 3

スリ ラ ン力 26 16 17 10 11 12 17 31 28 32

タ イ 39 56 61 64 61 79 105 117 103 105

パキスタン 10 14 10 11 14 15 14 10 8 10

バングラデシュ 6 4 4 4 2 5 4 6 8 8

ブイ リピン 85 86 86 74 91 85 73 69 79 78

ペ ト ナム 98 98 101 129 122 109 155 209 306 370

マレーシア 11 11 14 37 43 54 56 66 56 52

英 国 12 10 13 15 13 12 7 9 5 8

ド イ ツ 14 12 11 8 8 9 12 10 6 4

フ ラ ンス 10 4 2 3 5 4 3 4 4 6

ロ シ ア 17 17 14 14 13 12 10 9 5 6

アメリカ合衆国 42 41 43 39 37 41 42 36 35 33

メ キシ コ 57 60 52 47 49 61 56 46 45 47

コロンビア 18 13 9 10 12 16 16 12 6 6

ブ ラ ジル 208 222 209 191 156 147 150 157 165 164

ぺ. ル ー 51 43 46 46 55 41 41 50 32 40

ナイジェリア 48 55 55 56 45 40 39 37 31 23

そ の 他 206 185 183 171 158 175 179 185 179 220

無 国 籍 1■■ ■■■ Ⅱ■■■ ー ■■■ 1 ー ■■■ 1 ー

国籍不詳 1 1 2 1 一 ー ー ー ー ー

合 計 1.747 1.630 1,602 1,535 1,447 1,496 1.540 1.606 1.596 1,683


